
限度額超過となる世帯の所得金額（給与収入金額） ※モデルケース別
①　40歳以上単身世帯

基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
8,650,294 9,045,703 8,424,846 所得金額
10,600,294 10,995,703 10,374,846 給与収入額
8,650,294 9,872,149 8,424,846 所得金額
10,600,294 11,822,149 10,374,846 給与収入額

差額（所得） 変更なし 826,446 変更なし

②　40歳以上の夫婦2人世帯
基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
8,192,350 8,570,496 7,656,805 所得金額
10,142,350 10,520,496 9,606,805 給与収入額
8,192,350 9,396,943 7,656,805 所得金額
10,142,350 11,346,943 9,606,805 給与収入額

差額（所得） 変更なし 826,447 変更なし

③　40歳以上の夫婦2人と子ども2人（中学生と小学生）の4人世帯
基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
7,356,569 7,723,389 7,656,805 所得金額
9,396,188 9,803,766 9,729,784 給与収入額
7,356,569 8,549,835 7,656,805 所得金額
9,396,188 10,722,039 9,729,784 給与収入額

差額（所得） 変更なし 826,446 変更なし
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限度額超過となる世帯の所得金額（給与収入金額） ※モデルケース別
①　40歳以上単身世帯

基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
9,375,324 9,525,239 10,267,500 所得金額
11,325,324 11,475,239 12,217,500 給与収入額
9,375,324 10,477,620 10,267,500 所得金額
11,325,324 12,427,620 12,217,500 給与収入額

差額（所得） 変更なし 952,381 変更なし

②　40歳以上の夫婦2人世帯
基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
8,968,130 9,096,667 9,480,000 所得金額
10,918,130 11,046,667 11,430,000 給与収入額
8,968,130 10,049,048 9,480,000 所得金額
10,918,130 11,999,048 11,430,000 給与収入額

差額（所得） 変更なし 952,381 変更なし

③　40歳以上の夫婦2人と子ども2人（中学生と小学生）の4人世帯
基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
8,153,742 8,239,524 9,480,000 所得金額
10,281,937 10,377,249 11,755,556 給与収入額
8,153,742 9,191,905 9,480,000 所得金額
10,281,936 11,435,450 11,755,556 給与収入額

差額（所得） 変更なし 952,381 変更なし
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限度額超過となる世帯の所得金額（給与収入金額） ※モデルケース別
①　40歳以上単身世帯

基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
9,375,324 9,525,239 10,267,500 所得金額
11,325,324 11,475,239 12,217,500 給与収入額
9,375,324 10,477,620 10,267,500 所得金額
11,325,324 12,427,620 12,217,500 給与収入額

差額（所得） 変更なし 952,381 変更なし

数式 (所得額－430,000)×6.95％＋28,300≧650,000

②　40歳以上の夫婦2人世帯
基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
8,968,130 9,096,667 9,480,000 所得金額
10,918,130 11,046,667 11,430,000 給与収入額
8,968,130 10,049,048 9,480,000 所得金額
10,918,130 11,999,048 11,430,000 給与収入額

差額（所得） 変更なし 952,381 変更なし

数式 (所得額－430,000)×6.95％＋28,300×2人≧650,000

③　40歳以上の夫婦2人と子ども2人（中学生と小学生）の4人世帯
基礎課税分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
8,153,742 8,239,524 9,480,000 所得金額
10,281,937 10,377,249 11,755,556 給与収入額
8,153,742 9,191,905 9,480,000 所得金額
10,281,936 11,435,450 11,755,556 給与収入額

差額（所得） 変更なし 952,381 変更なし

数式 (所得額－430,000)×6.95％＋28,300×4人≧630,000

数式 (所得額－430,000)×6.95％＋28,300×4人≧630,000

解説
所得額から基礎控除43万円を引いた額に所得割6.95％を掛け、さらに均
等割28,300円×4人を足したものが課税額（a）となる。課税額（a）が賦課限
度額の63万円を上回る場合を計算する。

所得額から基礎控除43万円を引いた額に所得割6.95％を掛け、さらに均
等割28,300円×1人を足したものが課税額（a）となる。課税額（a）が賦課限
度額の65万円を上回る場合を計算する。

解説

解説
所得額から基礎控除43万円を引いた額に所得割6.95％を掛け、さらに均
等割28,300円×2人を足したものが課税額（a）となる。課税額（a）が賦課限
度額の65万円を上回る場合を計算する。
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